
�愛媛県告示第１６１２号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律第２条第２項の規定による指定地方公共機関の指定（平

成１７年５月愛媛県告示第９８７号）の一部を次のように改正す

る。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第９号を次のように改める。

� 社団法人愛媛県看護協会

�������
�愛媛県告示第１６１３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び宇

和島市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

鹿島建設株式会社

東京都港区赤坂１丁目２番７号

代表取締役社長 中村 満義

２ 事業場の名称及び所在地

鹿島・りんかい日産特定建設工事共同企業体

三坂第２トンネルＪＶ工事事務所

伊予郡砥部町大平５６２番１

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 沈殿槽

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号）別表第１第５５号 生コンク
リート製造業の用に供するバッチャー
プラント

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２２．５立方メートル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３０日

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 断 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２．０

最大 ２７．５
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� 濁水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８０

最大 ９６０

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２メートル 横１２メートル
高さ５．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈澱＋ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８０

最大 ９６０

通常 １８０

最大 ９６０

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後３０日

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ＴＪＬ－４０型

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後３０日

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 自然沈降

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４．０メートル 横２．５メートル
高さ２．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈降

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

通常 ２５０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２．０

最大 ２７．５

通常 ２２．０

最大 ２７．５

備考 汚水は、特定施設で再利用する。

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号

８６６



�愛媛県告示第１６１４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� ろ過施設（フィルタープレス�６）

� ろ過施設（フィルタープレス�７）

� ろ過施設（フィルタープレス�８）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１９．１平方メートル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使
用時間 約１６時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１９．１平方メートル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６２

最大 ７０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イろ過施設

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第２７号 イろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１９．１平方メートル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３

最大 ７０

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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� 廃ガス洗浄施設（洗浄塔）

� 湿式集じん施設（冷却塔）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 中和＋凝集

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製及びステンレス製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ９メートル 横３３メートル
高さ ５メートル 他

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和＋凝集

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

工事の完成予定年月日 着手後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～９

最大 ７～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１

最大 ０．１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ル湿式集じん施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間あたり３０ノルマル立方メートル
処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間あたり１００ノルマル立方メート
ル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８２，０００

最大 ８２，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 １．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４０

最大 ４２

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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� アンモニア回収施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第１６１５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設の種類

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．１

最大 ７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４．３

最大 １８．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，０８３

最大 ３，６７０

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７，０００

最大 ８，０００

通常 ２２

最大 ３１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４７

最大 ３８５

通常 ３４７

最大 ３８５

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 中和＋蒸留回収

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製及びステンレス製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ８メートル 横１０メートル
高さ１７メートル 他

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４１０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和＋蒸留回収

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 １

通常 １

最大 １

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１１

最大 １～１１

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．３

最大 ８．０

通常 ７．３

最大 ８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１

最大 ２６

通常 ２１

最大 ２６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６３４

最大 １，９６４

通常 １，６３４

最大 １，９６４
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水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２７号イ及びヌ、第６２号イ及びホ、第６５号、第６６号並び

に第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、使用方法及び汚水等の処理方法並びに

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 特定施設に関する事項

� ろ過施設（圧搾式フィルタープレス�）

� ろ過施設（圧搾式フィルタープレス�）

� ろ過施設（フィルタープレス３）

� ろ過施設（フィルタープレス４）

� ろ過施設（フィルタープレス５）

� 廃ガス洗浄施設（廃ガス吸収塔）

� 廃ガス洗浄施設（水酸化Ｎｉ・Ｃｏ洗浄塔）

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

� アンモニア回収施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排出口

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１７０立
方メートル処理

１日当たり４１０立
方メートル処理

処理施設に
よる処理前
及び処理後
の汚水等の
汚染状態の
値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
３，０００
最大
３，２００

通常
２８
最大
３１

通常
７，０００
最大
８，０００

通常
２２
最大
３１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１４４
最大
１６０

通常
１４４
最大
１６０

通常
３４７
最大
３８５

通常
３４７
最大
３８５

備考 処理後の汚水等は、処理施設（�１）で処理する。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８．０
最大
８．５

通常
８．０
最大
８．５

通常
７．３
最大
８．０

通常
７．３
最大
８．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２３
最大
２８

通常
２３
最大
２８

通常
２１
最大
２６

通常
２１
最大
２６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，４３１
最大
１，７３９

通常
１，４３１
最大
１，７３９

通常
１，６３４
最大
１，９６４

通常
１，６３４
最大
１，９６４

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．２

最大 ２．４

通常 ３．０

最大 ３．４

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

通常 １未満

最大 １未満

る汚水等の

汚染状態の

値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３

最大 １５

通常 ５３

最大 ５９

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積８平方メ
ートル

ろ過面積１４平方メ
ートル

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３

最大 １５

通常 ３０

最大 ３３

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３

最大 １５

通常 ３０

最大 ３３

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２００

通常 ８，０００

最大 ８，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６２

最大 ６９

通常 ３０

最大 ３３

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積４平方メ
ートル

ろ過面積８平方メ
ートル

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２００

通常 ８，０００

最大 ８，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６２

最大 ６９

通常 ３０

最大 ３３
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�愛媛県告示第１６１６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び今治市役所において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大成建設株式会社

東京都新宿区西新宿１丁目２５番１号

代表取締役社長 葉山莞児

２ 事業場の名称及び所在地

大成建設・大林組・大本組・森本組・大旺共同企業体

波方ＬＰＧ基地作業トンネル等工事作業所

今治市波方町宮崎甲１３３

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第５５号 生コンクリート製造業の用に供するバッチャー

プラント

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設（濁水処理施設－１）

� 既設（濁水処理施設－２）

� 既設（濁水処理施設－３）

変 更 前 変 更 後

主 要 寸 法
縦１２メートル、
横１０．５メートル
、高さ５．５メート
ル

縦１６メートル、
横 ８メートル、
高さ３．６メートル

能 力 １時間当たり４０立
方メートル

１時間当たり１００
立方メートル

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
１０．０～
１２．０
最大

１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．５
最大

６．５～８．５

通常
１０．０～
１２．０
最大

１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．３
最大

６．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
１０．０

通常
１０．０
最大
１４．０

通常
８．０
最大
１２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
６５０
最大
６５０

通常
２０
最大
２５

通常
６５０
最大
６５０

通常
２０
最大
２５

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
１０．０～
１２．０
最大

１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．５
最大

６．５～８．５

通常
１０．０～
１２．０
最大

１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．３
最大

６．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
１０．０

通常
１０．０
最大
１４．０

通常
８．０
最大
１２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
６５０
最大
６５０

通常
２０
最大
２５

通常
６５０
最大
６５０

通常
２０
最大
２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．０
最大
３．０

通常
２．０
最大
３．０

通常
１０．０
最大
１２．０

通常
８．０
最大
１０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０４
最大
０．１０

通常
０．０４
最大
０．１０

通常
０．１２
最大
０．６０

通常
０．０９
最大
０．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
９３６．７
最大
１，０８０

通常
９３６．７
最大
１，０８０

通常
９３６．７
最大
１，４４０

通常
９３６．７
最大
１，４４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．０
最大
３．０

通常
２．０
最大
３．０

通常
１０．０
最大
１２．０

通常
８．０
最大
１０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０４
最大
０．１０

通常
０．０４
最大
０．１０

通常
０．１２
最大
０．６０

通常
０．０９
最大
０．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
６３１．４
最大
９６０

通常
６３１．４
最大
９６０

通常
６３１．４
最大
９６０

通常
６３１．４
最大
９６０

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
１０．０～
１２．０
最大

１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．５
最大

６．５～８．５

通常
１０．０～
１２．０
最大

１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．３
最大

６．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
１０．０

通常
１０．０
最大
１４．０

通常
８．０
最大
１２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
６５０
最大
６５０

通常
２０
最大
２５

通常
６５０
最大
６５０

通常
２０
最大
２５

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 ７．２

通常 ６．１

最大 ７．２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４．０

最大 １８．０

通常 １４．３

最大 １８．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，８８０

最大 ３，４４５

通常 ３，０８３

最大 ３，６７０

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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� 新設（濁水処理施設－４）

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第１６１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、周桑郡小松町大字大頭土地改良区から次のとおり役

員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 司 西条市小松町大頭甲５２７番地

〃 橋 本 頼 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

〃 神 野 忠 治 西条市小松町大頭甲４５８番地

〃 高 橋 忠 親 西条市小松町大頭甲４７９番地１

〃 徳 永 俊 夫 西条市小松町大頭甲６６６番地３

〃 曽 我 守 西条市小松町大頭甲２１２番地

〃 徳 永 光 政 西条市小松町大頭甲４１４番地１

〃 高 木 安 雄 西条市小松町大頭甲２０２番地４

〃 日 野 俊 一 西条市小松町大頭甲３２０番地５

〃 十 亀 保 美 西条市小松町大頭甲３９５番地

監 事 宇 野 博 久 西条市小松町大頭甲５１６番地２

〃 伊 藤 郁 夫 西条市小松町大頭甲４０５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 司 西条市小松町大頭甲５２７番地

〃 橋 本 頼 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

通常 ６．５～８．３

最大 ６．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ８．０

最大 １２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ８．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．１

通常 ０．０９

最大 ０．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，１９９．５

最大 ３，０００

通常 ６，０００

最大 ７，５００

備 考

濁水処理施設から
発生する処理水の
一部はリサイクル
施設で淡水化後、
事業場内で再利用
する。

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４日

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈澱＋ｐＨ調整

処 理 施 設 の 構 造 鉄板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２２メートル 横７．５メートル
高さ４．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり１２０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈澱＋ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 ６．５～８．３

最大 ６．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．０

最大 １４．０

通常 ８．０

最大 １２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６５０

最大 ６５０

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 １２．０

通常 ８．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１２

最大 ０．６０

通常 ０．０９

最大 ０．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，３７７．４

最大 ２，６５０

通常 ２，３７７．４

最大 ２，６５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．０
最大
３．０

通常
２．０
最大
３．０

通常
１０．０
最大
１２．０

通常
８．０
最大
１０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０４
最大
０．１０

通常
０．０４
最大
０．１０

通常
０．１２
最大
０．６０

通常
０．０９
最大
０．４５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
６３１．４
最大
９６０

通常
６３１．４
最大
９６０

通常
２，０１４．５
最大

２，４００

通常
２，０１４．５
最大

２，４００

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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�愛媛県告示第１６１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市祝谷土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１６１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市角野土地改良区から次のとおり役員が退任

した旨の届出があった。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１６２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市斉院樋川土地改良区から次のとおり役員が退

任した旨の届出があった。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１６２１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６２２号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川関川水系添谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

〃 神 野 忠 治 西条市小松町大頭甲４５８番地

〃 宇 野 正 久 西条市小松町大頭甲１６３番地１

〃 徳 永 俊 夫 西条市小松町大頭甲６６６番地３

〃 曽 我 守 西条市小松町大頭甲２１２番地

〃 徳 永 光 政 西条市小松町大頭甲４１４番地１

〃 高 木 安 雄 西条市小松町大頭甲２０２番地４

〃 日 野 俊 一 西条市小松町大頭甲３２０番地５

〃 十 亀 保 美 西条市小松町大頭甲３９５番地

監 事 宇 野 博 久 西条市小松町大頭甲５１６番地２

〃 伊 藤 郁 夫 西条市小松町大頭甲４０５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 清 俊 松山市祝谷５丁目４－７

〃 富 田 恭 司 松山市道後緑台１１－２１

〃 古茂田 準 一 松山市祝谷２丁目９－１６

〃 能 田 貢 松山市祝谷４丁目６－５

〃 野 本 和 馬 松山市祝谷６丁目１３０１

〃 丸 山 良 彦 松山市祝谷６丁目１２１２

〃 古茂田 一 松山市祝谷２丁目７－３８

〃 松 本 邦 男 松山市祝谷５丁目３－２６

〃 西 山 昭 広 松山市祝谷町１丁目６－２３

〃 栗 林 昭 三 松山市祝谷５丁目４－５

〃 野 本 桂 子 松山市祝谷５丁目７－４

〃 野 本 隆 保 松山市祝谷６丁目１３２２

〃 松 本 義 雄 松山市祝谷４丁目２－８

監 事 西 山 誉志道 松山市祝谷町１丁目７－２４

〃 野 本 菅 栄 松山市祝谷６丁目１２０９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 松 恭 介 松山市祝谷町１丁目７－２９

〃 富 田 恭 司 松山市道後緑台１１－２

〃 古茂田 準 一 松山市祝谷２丁目９－１６

〃 平 松 勉 松山市祝谷４丁目１－４６

〃 松 本 濬 哲 松山市祝谷３丁目６－１

〃 松 本 邦 夫 松山市祝谷５丁目３－３６

〃 能 田 貢 松山市祝谷４丁目６－５

〃 古茂田 一 松山市祝谷２丁目７－３８

〃 古茂田 剛 松山市祝谷６丁目１３０２

〃 野 本 和 馬 松山市祝谷６丁目１３０１－３

〃 丸 山 良 彦 松山市祝谷６丁目１２１２

〃 松 本 清 俊 松山市祝谷５丁目４－７

〃 栗 林 巌 松山市祝谷４丁目１０－９

監 事 山 本 良 文 松山市祝谷町１丁目７－２２

〃 栗 林 勝 弘 松山市祝谷５丁目９－２４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 辺 弘 司 新居浜市北内町３丁目１－４４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 嘉寿雄 松山市竹原２丁目１１－１３

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年８月
２４日

愛媛県
第１２３２
号

魚廃物
加工肥
料

宇和島
漁協魚
廃物加
工肥料

窒素全
量
６．０

りん酸
全量
１．５

加里全
量
１．０

公定規
格のと
おり

宇和島漁業協
同組合
愛媛県宇和島
市桝形町二丁
目６番１１号

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町浦山甲８８番３地先から入野４２０番１３地

先まで及び同市土居町浦山甲９７番３地先から入野４２０番３

地先まで

四国中央市土居町入野４２０番１５地先及び同市土居町入野

４２０番８地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ３８１．３５平方メートル

�������
�愛媛県告示第１６２３号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川関川水系西谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町畑野８３番１地先から８２番１地先の国有

地地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ３４．２４平方メートル

�������
�愛媛県告示第１６２４号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川関川水系地蔵谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町上野甲１８７５番１４地先から甲１８７５番１３地

先まで

四国中央市土居町上野甲１８９９番１１地先から甲１８９９番１３地

先まで

四国中央市土居町上野甲１８７５番１２地先から甲１８７５番３地

先まで

四国中央市土居町上野甲１８９９番２地先から甲１８９９番６地

先まで及び同市土居町上野甲１８７５番１９地先

四国中央市土居町上野甲１８７５番６地先から甲１８７５番８地

先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ３４３．９５平方メートル

�������
�愛媛県告示第１６２５号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川関川水系大段川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町上野丙２９５番２地先から乙１８７番７地

先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ７１．８６平方メートル

�������
�愛媛県告示第１６２６号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川檜木川水系城谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町小林２１６３番３地先から２１３５番６地先ま

で及び同市土居町津根９７１番５地先から９７３番９地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ７６１．１２平方メートル

�������
�愛媛県告示第１６２７号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川檜木川水系檜木川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町中村１７４９番６地先から１７６５番１地先ま
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公 告

で及び同市土居町中村１７６４番９地先

四国中央市土居町中村１７６５番５地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２１８．０８平方メートル

�������
�愛媛県告示第１６２８号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川檜木川水系古子川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年９月２日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市土居町中村１５２７番２地先から１５３０番５地先ま

で及び同市土居町浦山乙３番１地先から中村１５２４番２地先

まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２６５．２８平方メートル

�愛媛県告示第１６２９号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

愛媛県総合社会福祉会館の指定管理者の募集について

愛媛県総合社会福祉会館の指定管理者を次のとおり募集す

る。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県総合社会福祉会館（以下「会館」という。）の概

要

４ 業 務 概 要 � 福祉に関する情報の提供、相談及び研修
� 介護に関する知識、技術及び機器の普及
� 福祉に関するボランティア活動の促進
� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供
� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 介護に関する知識、技術及び機器の普及に関する業務

� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関する業務

� その他必要な業務（�、�に関するもの。）
� 会館の利用の許可に関する業務

� 会館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 会館の利用の促進に関する業務

� 会館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業

務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県総合社会福祉会館管理条例（平成１７年愛媛県条例

第５２号）第４条から第１７条までの規定による。

�愛媛県告示第１６３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

支流
西大谷川

右岸 四国中央市土居町天満１２８３番２地先から同
市土居町天満１４２０番２地先まで

左岸 四国中央市土居町天満１３０５番１地先から同
市土居町天満１３５８番１地先まで

支流
池ノ内川

右岸 四国中央市土居町天満１０７８番地先から同市
土居町天満１０２９番３地先まで

左岸 四国中央市土居町天満乙３５番３８地先から同
市土居町天満１１４３番１地先まで

小支流
宇戸瀬川

右岸 四国中央市上柏町字立岡口丙１３８８番２地先
から同市上柏町字西ノ谷１３５９番４地先まで

左岸 四国中央市上柏町字ココフゲ乙１１８番６地
先から同市上柏町字柱尾１２００番地先まで

小支流
涼 川

右岸 四国中央市金田町金川字桜井山乙４６９番１
地先から同市金田町金川字大光寺１９９番地
先まで

左岸 四国中央市金田町金川字桜井山乙４２９番１
地先から同市金田町金川字黒太夫２９９番５
地先まで

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７四土（開）第１５号

平成１７年８月２３日

四国中央市下柏町字渡シ田７１０番１及び７１０番１地先水路、同町字九
郎左ェ門淵西７１１番及び７１２番並びに同町字高田７０３番１及び７０５番１

四国中央市下柏町２０６番地
鈴 木 友 一

１ 所 在 地 松山市持田町三丁目８番１５号

２ 設 置 目 的 民間の社会福祉活動の拠点として、福祉に関
する情報の提供、相談、研修等を行うととも
に、各種の行事又は集会に必要な施設を提供
する。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 ２，５４５．４２�
� 建物構造

鉄筋コンクリート造４階建て
延床面積 ５，４６１．７４�

� 建築年月 平成６年１１月
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４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格

申請資格を有するものは、県内に事務所を置く法人等の

団体で、次のいずれにも該当しないものとする。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加の資

格を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（

平成１４年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は再生

手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しく

は製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名

停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納し

ている者

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１

項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、そ

の公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定にする

暴力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等

」という。）の統制の下にある団体

	 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあ

るものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のい

ずれかに該当する者がいる団体

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 破産者で復権を得ないもの

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑法第

２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２

条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関

スル法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の

刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな

い者

オ 暴力団の構成員等

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 会館の管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ 会館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

選定審査会において、選定基準に基づいて総合的な審

査を行ったのち、知事が指定管理者候補者を選定する。

（書類審査及び面接審査の実施を予定）

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 会館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２１日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県保健福祉部管理局保健福祉課福祉振興係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３８６

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

ファミリーハウスあいの指定管理者の募集について

ファミリーハウスあいの指定管理者を次のとおり募集する

。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ ファミリーハウスあい（以下「ファミリーハウス」とい

う。）の概要

� 所在地

愛媛県松山市室町７４番地２

� 敷地面積

１８２．１５�
� 建物の規模及び概要

木造２階建 ２００．４５�
ア 宿泊室５室（和室３、洋室２）
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イ プレイルーム

ウ 洗濯室

エ 事務室兼相談室

� 設置目的

長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童

の療養環境の向上を図るとともに、その家族を支援する

ため、宿泊及び休養の施設を提供する。

� 業務概要

ア 長期にわたり医療施設において療養を必要とする児

童の家族等に対する宿泊及び休養の施設の提供に関す

ること。

イ その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� ファミリーハウスの事業の実施に関する業務

� ファミリーハウスの利用の許可に関する業務

� ファミリーハウスの利用に係る料金の収受に関する業

務

� ファミリーハウスの利用の促進に関する業務

� ファミリーハウスの施設、附属設備及び備品の維持管

理に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

ファミリーハウスあい管理条例（平成１７年愛媛県条例第

５３号）第４条から第１３条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格

申請資格を有するものは、愛媛県内に事務所を置く法人

等の団体で、次のいずれにも該当しないものとする。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格

を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（

平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は再生

手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しく

は製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名

停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納し

ている者

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１

項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、そ

の公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等

」という。）の統制の下にある団体

	 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあ

るものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のい

ずれかに該当する者がいる団体

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 破産者で復権を得ないもの

ウ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（

明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条

、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若し

くは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０

号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者

オ 暴力団の構成員等

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア ファミリーハウスの管理を適正かつ確実に行うこと

ができると認められるものであること。

イ ファミリーハウスの設置の目的を最も効果的かつ効

率的に達成することができると認められるものである

こと。

� 選定方法

選定審査会において、選定基準に基づいて総合的な審

査を行ったのち、知事が指定管理者候補者を選定する。

（書類審査及び面接審査の実施を予定）

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� ファミリーハウスの管理運営に関する事業計画書及び

収支計画書

� 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２１日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第
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９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課母子保健係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４０５

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県母子福祉センターの指定管理者の募集について

愛媛県母子福祉センターの指定管理者を次のとおり募集す

る。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県母子福祉センター（以下「センター」という。）

の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市中一万町７番地３

２ 法的位置付け 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律
第１２９号）第３９条第２項に基づく母
子福祉施設

３ 設 置 目 的 無料又は低額な料金で、母子家庭及
び寡婦に対して、各種の相談に応ず
るとともに、生業指導、就業に必要
な知識技能の習得に関することなど
母子家庭及び寡婦の経済的自立の助
成と生活意欲の助長をするための便
宜を総合的に供与する。

４ 施 設 概 要 � 敷地面積 ５１６．７５㎡
� 建物概要
ア コンクリートブロック造２階
建

イ 延床面積 ７１８．０１㎡
ウ 昭和３９年６月新築

昭和４７年２月増築

５ 事 業 概 要 � 母子家庭の生活その他各種相談
に関すること。

� 母子家庭の生業指導に関するこ
と。

� 母子家庭の母及び児童の就業に
必要な知識技能の習得に関するこ
と。

� 雇用情報の収集、提供その他母
子家庭の母及び児童の就職に関し
必要な支援を行うこと。

� 母子家庭の母がセンターを利用
する間の児童の保育に関すること
。

� その他母子寡婦福祉事業に関す
ること。

２ 指定管理者の業務

� センターが行う業務の実施に関すること。

� センターの利用の許可に関すること。

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

ること。

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県母子福祉センター管理条例（平成１７年愛媛県条例

第５４号）第４条から第１２条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格

申請資格を有するものは、次のいずれも満たすものとす

る。

� 県内に事務所を置いているもので、県内の複数の地域

に活動拠点を持っているもの

� 社会福祉事業の活動実績を有する法人等の団体で、次

のいずれにも該当しないもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加

資格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は

再生手続をしている法人等

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し

くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人等

エ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、

その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にある団体

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めが

あるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる団体

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等
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６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

選定審査会において、選定基準に基づいて総合的な審

査を行ったのち、知事が指定管理者候補者を選定する。

（書類審査及び面接審査の実施を予定）

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の事業報告書、貸借対照表、収支計算書、財産目

録及び正味財産増減計算書その他経営の状況を明らかに

する書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類（社会福祉事業の活動実績

を含む。）

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２１日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課ひとり親

家庭係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４１１

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県立愛媛母子生活支援センターの指定管理者の募

集について

愛媛県立愛媛母子生活支援センターの指定管理者を次のと

おり募集する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県立愛媛母子生活支援センター（以下「センター」

という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後今市１２番３０号

２ 法的位置付け 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
第３８条に基づく母子生活支援施設

３ 設 置 目 的 配偶者のない女子又はこれに準ずる事
情にある女子及びその者の監護すべき
児童を入所させて、これらの者を保護
するとともに、これらの者の自立の促
進のためにその生活を支援する。

４ 施 設 概 要 � 規模・構造
鉄筋コンクリート造３階建て

� 敷地面積 １，３２８．９２㎡
� 建物面積 １，２４５．９０㎡

１階： ４５８．９３㎡�
�
�
�
�

２階： ３９４．８７㎡

�
�
�
�
�３階： ３９２．１０㎡

５ 業 務 概 要 � 入所による保護
� 就労、家庭生活及び児童の養育に
関する相談、助言等生活指導

� 自立の促進のために必要な生活の
支援

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県立愛媛母子生活支援センター管理条例（平成１７年

愛媛県条例第５５号）第４条から第９条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格

申請資格を有するものは、次の要件をいずれも満たすも

のとする。

� 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に基づき設

立された社会福祉法人で、同法第２条第２項に基づく第

一種社会福祉事業の運営実績があり、母子生活支援施設

の運営に意欲を有し、施設の安定的運営が図れる能力、

資力等を有するもの。

� 次のいずれにも該当しないもの。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により、愛媛県における一般競争入札の参

加資格を有しない者

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基

づき再生手続をしている法人

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し

くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人

エ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

している者
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オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の

取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続きにおいて

、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力

団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは

暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない

者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下

にある法人

ク 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法

人

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ないもの

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 県内に事務所を置くもの。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

選定審査会において、選定基準に基づいて総合的な審

査を行ったのち、知事が指定管理者候補者を選定する。

（書類審査及び面接審査の実施を予定）

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る法人の財産目録、貸借対照表、事業報告書、資金収支

計算書及び事業活動収支計算書その他経営の状況を明ら

かにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における法人に

関する事業計画書及び収支予算書

� 法人の概要を記載した書類（第一種社会福祉事業の活

動実績を含む。）

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がないことの証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納が

ないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２１日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課児童・婦

人施設係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号（０８９）９１２―２４１４

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県身体障害者福祉センター及び愛媛県障害者更生

センターの指定管理者の募集について

愛媛県身体障害者福祉センター及び愛媛県障害者更生セン

ターの指定管理者を次のとおり募集する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施設の概要、指定管理者の業務及び管理の基準

� 愛媛県身体障害者福祉センター（以下「身障センター

」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後町２丁目１２番１１号

２ 法的位置付け 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく

身体障害者福祉センターのうち身体障害者福祉センタ

ーＡ型（無料又は低額な料金で、身体障害者に関する

各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教

養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーション

のための便宜を総合的に供与する施設）

３ 設 置 目 的 身体に障害のある人々に対し、更生に必要な各種の相

談に応じるとともに、機能回復訓練や、スポーツ、レ

クリエーションの指導を行うなど身体障害者福祉の増

進に寄与することを目的とする。

４ 施 設 概 要 �センター棟 鉄筋コンクリート造地上２階建（アリ

ーナ、屋外機能回復訓練場、運動療法室等）

�駐車場 乗用車４９台（うち身体障害者用６台）

�運動場 フィールド、器具庫、バックネット等

５ 業 務 概 要 �身体障害者の更生のために必要な各種相談に関する
こと。

�身体障害者の社会活動への参加及び自立を促進する
ために必要な機能回復、補装具装着等の訓練に関す

ること。

�身体障害者の健康の増進を図るために必要なスポー
ツ及びレクリエーションの指導に関すること。
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�身体障害者の福祉の増進を図るために必要な施設の
提供に関すること。

�その他身体障害者福祉事業に関すること。

６ 指定管理者の

業務

�身障センターの事業の実施に関する業務
�身障センターの利用の許可に関する業務
�身障センターの利用の促進に関する業務
�身障センターの施設、附属設備及び備品の維持管理
に関する業務

�その他知事が定める業務

７ 管理の基準 愛媛県身体障害者福祉センター管理条例（平成１７年愛

媛県条例第５６号）第４条から第１２条までの規定による

� 愛媛県障害者更生センター（以下「更生センター」と

いう。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後町２丁目１２番１１号

２ 法的位置付け 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく

身体障害者福祉センターのうち障害者更生センター（

身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーシ

ョンその他休養のための便宜を供与する施設）

３ 設 置 目 的 身体に障害のある人々又はその家族に対し、宿泊、レ

クリエーションその他休養のための便宜を供与するこ

とを目的とする。

４ 施 設 概 要 �センター棟 鉄筋コンクリート造地上２階建

・宿泊：宿泊室１２室、定員６０人

・浴場（温泉）、食堂、娯楽室等

�駐車場 乗用車９台 ※身障センターと共用あり

５ 業 務 概 要 �宿泊、休養等の施設の提供に関すること。
�その他必要な業務。

６ 指定管理者の

業務

�更生センターの事業の実施に関する業務
�更生センターの利用の許可に関する業務
�更生センターの利用に係る料金の収受に関する業務
�更生センターの利用の促進に関する業務
�更生センターの施設、附属設備及び備品の維持管理
に関する業務

�その他知事が定める業務

７ 管理の基準 愛媛県障害者更生センター管理条例（平成１７年愛媛県

条例第５７号）第４条から第１６条までの規定による

２ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

３ 申請資格

申請資格を有するものは、愛媛県内に事務所を置き、社

会福祉事業に関する活動実績を有する法人等の団体で、次

のいずれにも該当しないものとします。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格

を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（

平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は再生

手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しく

は製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名

停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納し

ている者

� 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取

消しを受けたことがある者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、そ

の公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等

」という。）の統制の下にある団体

	 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあ

るものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のい

ずれかに該当する者がいる団体

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 破産者で復権を得ないもの

ウ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（

明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条

、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若し

くは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０

号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者

オ 暴力団の構成員等

４ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 身障センター及び更生センターの管理を適正かつ確

実に行うことができると認められるものであること。

イ 身障センター及び更生センターの設置の目的を最も

効果的かつ効率的に達成することができると認められ

るものであること。

� 選定方法

選定審査会において、選定基準に基づいて総合的な審

査を行ったのち、知事が指定管理者候補者を選定する。

（書類審査及び面接審査の実施を予定）

５ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 身障センターの管理運営に関する事業計画書及び収支

計画書

� 更生センターの管理運営に関する事業計画書及び収支

計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、収支計算

書及び正味財産増減計算書その他経営の状況を明らかに

する書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類（社会福祉事業の活動実績
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を含む。）

� 役員名簿

� 都道府県税について、未納がない旨の証明書

� 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

６ 申請期間

平成１７年９月２１日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

７ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第１別館１階

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障害福祉課

障害者施設係

電話 （０８９）９１２―２４２１

ファクシミリ （０８９）９３１―８１８７

電子メール syougaihukus@pref.ehime.jp
８ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県視聴覚福祉センターの指定管理者の募集につい

て

愛媛県視聴覚福祉センターの指定管理者を次のとおり募集

する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県視聴覚福祉センター（以下「視聴覚センター」と

いう。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市本町６丁目１１番５号

２ 法的位置付け 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく

視聴覚障害者情報提供施設（無料又は低額な料金で、

点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の

録画物その他各種情報を記録した物であって専ら視聴

覚障害者が利用するものを製作し、又は点訳若しくは

手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の便宜

を供与する施設）

３ 設 置 目 的 視聴覚障害者の自立と社会参加を一層促進するため、

総合的な福祉サービスの拠点となるような複合施設と

して、視聴覚障害者への情報提供や各種訓練、ボラン

ティアの養成、文化活動の支援等を行う。

４ 施 設 概 要 �センター棟 鉄筋コンクリート造地上４階地下１階

建（多目的ホール、ビデオ製作室、書庫等）

�駐車場 乗用車２０台（うち身体障害者用２台）

５ 業 務 概 要 �点字図書館に関すること。
�点字図書及び視覚障害者用の録音物の製作並びに点
字出版に関すること。

�聴覚障害者情報提供施設に関すること。
	聴覚障害者用の録画物の製作に関すること。

視聴覚障害者の各種相談に関すること。
�点字奉仕員等の養成その他視聴覚障害者の福祉に関
するボランティア活動の促進に関すること。

�視聴覚障害者の文化活動の支援に関すること。
視覚障害者の生活訓練に関すること。
�各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関するこ
と。

�その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 視聴覚センターの事業の実施に関する業務

� 視聴覚センターの利用の許可に関する業務

� 視聴覚センターの利用に係る料金の収受に関する業務

	 視聴覚センターの利用の促進に関する業務


 視聴覚センターの施設、附属設備及び備品の維持管理

に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県視聴覚福祉センター管理条例（平成１７年愛媛県条

例第５８号）第４条から第１８条までの規定による

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格

申請資格を有するものは、愛媛県内に事務所を置き、社

会福祉事業に関する活動実績を有する法人等の団体で、次

のいずれにも該当しないものとします。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加資格

を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（

平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は再生

手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しく

は製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名

停止措置を受けている法人等

	 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納し

ている者


 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取

消しを受けたことがある者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、そ

の公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）

 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等

」という。）の統制の下にある団体

� 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあ

るものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次のい

ずれかに該当する者がいる団体
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ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 破産者で復権を得ないもの

ウ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（

第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（

明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条

、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条の罪若し

くは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５年法律第６０

号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者

オ 暴力団の構成員等

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 視聴覚センターの管理を適正かつ確実に行うことが

できると認められるものであること。

イ 視聴覚センターの設置の目的を最も効果的かつ効率

的に達成することができると認められるものであるこ

と。

� 選定方法

選定審査会において、選定基準に基づいて総合的な審

査を行ったのち、知事が指定管理者候補者を選定する。

（書類審査及び面接審査の実施を予定）

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 視聴覚センターの管理運営に関する事業計画書及び収

支計画書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、収支計算

書及び正味財産増減計算書その他経営の状況を明らかに

する書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類（社会福祉事業の活動実績

を含む。）

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２１日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第１別館１階

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障害福祉課

障害者施設係

電話 （０８９）９１２―２４２１

ファクシミリ （０８９）９３１―８１８７

電子メール syougaihukus@pref.ehime.jp
１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛国際貿易センターの指定管理者の募集について

愛媛国際貿易センターの指定管理者を次のとおり募集する

。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛国際貿易センター（以下「センター」という。）の

概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市大可賀二丁目１番２８号
（アイテムえひめ内）

２ 設 置 目 的 貿易の振興を通じて経済及び文化の
国際交流を促進するため、国際見本
市、展示会等の開催に必要な施設を
提供する。

３ 主 な 施 設 � 大展示場 約４，５００㎡
� 小展示場 約１，５００㎡
� ＦＡＺプラザ 約３，５００㎡
� 小展示場屋上 約 ６００㎡
� 会議室 ６室
� 立体駐車場 ６３５台

４ 事 業 概 要 � 国際見本市、展示会等の開催に
必要な施設の提供

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務の実施に関する業務

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める業務

� センターが所在する建物の共用部分等の管理に関する

業務

３ 管理の基準

愛媛国際貿易センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第

５９号）等の規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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申請資格を有するものは、法人等の団体で、次の条件

を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）

を設置する又は設置しようとする団体

イ 指定管理者の募集に係る現地説明会に参加している

団体

ウ 法人等の団体で、次のいずれにも該当しないもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定により愛媛県における一般競争入札の

参加資格を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生

又は再生手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若

しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保

又は指名停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞

納している者

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において

、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力

団の構成員等」という。）の統制の下にある団体

	 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

があるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに

、次のいずれかに該当する者がいる団体

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ないもの

ｃ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者

ｄ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又

は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６

条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは

第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法

律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑

に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑

の執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者

ｅ 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

経済労働部指定管理者候補者選定審査会が行う選定基

準に基づいた審査（書類審査及び面接審査の実施を予定

）の結果を踏まえ、知事が、総合的に評価して選定する

。

７ 申請に必要な書類

申請に必要な書類（以下「申請書」という。）は、次の

とおりとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県経済労働部管理局産業政策課通商・海運係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４６５

１０ その他

詳細は、募集要綱による。


�
�
�

�公 告

愛媛県植物くん蒸所の指定管理者の募集について

愛媛県植物くん蒸所の指定管理者を次のとおり募集する。

平成１７年９月２日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県植物くん蒸所（以下「くん蒸所」という。）の概

要

１ 所 在 地 愛媛県松山市大可賀三丁目１５０番地
１

２ 設 置 目 的 輸出入植物のくん蒸に必要な施設を
提供する。

３ 規模・構造 � 敷地面積 １，４７５㎡
� 構造

鉄筋コンクリート造平屋建
延床面積 ２０６㎡

� 施設
第１くん蒸庫、第２くん蒸庫

４ 事 業 概 要 � 輸出入植物のくん蒸に必要な施
設の提供に関すること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� くん蒸所の業務の実施に関する業務

� くん蒸所の使用の許可に関する業務

� くん蒸所の施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める業務

� 使用料の収納事務に関する業務

３ 管理の基準

愛媛県植物くん蒸所管理条例（平成１７年愛媛県条例第６０

号）等の規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、法人等の団体で、次の条件

を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）

を設置する又は設置しようとする団体

イ 法人等の団体で、次のいずれにも該当しないもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定により愛媛県における一般競争入札の

参加資格を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生

又は再生手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若

しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保

又は指名停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞

納している者

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において

、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力

団の構成員等」という。）の統制の下にある団体

	 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

があるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに

、次のいずれかに該当する者がいる団体

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ないもの

ｃ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者

ｄ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又

は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６

条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは

第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法

律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑

に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑

の執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者

ｅ 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア くん蒸所の管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ くん蒸所の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

経済労働部指定管理者候補者選定審査会が行う選定基

準に基づいた審査（書類審査及び面接審査の実施を予定

）の結果を踏まえ、知事が、総合的に評価して選定する

。

７ 申請に必要な書類

申請に必要な書類（以下「申請書」という。）は、次の

とおりとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

� 都道府県税について、未納がない旨の証明書

� 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

	 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

愛 媛 県 報平成１７年９月２日 第１６９０号
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平成１７年９月２日（金）から１６日（金）までの執務時間

中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。ただし

、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業者に

よる信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項

に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより、同

日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県経済労働部管理局産業政策課通商・海運係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４６５

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�公 告

技能検定の実施について

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定に基づき、技能検定の実施について次のとお

り公示する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施職種及び等級の区分

技能検定は、次の表の左欄に掲げる職種について、同表の右欄に掲げる等級に区分して実施する。

職 種 等 級

鋳造（特級に係るものに限る。）、金属熱処理（特級に係るものに限る。）、機械加工（特級に係るものに限る。）、
放電加工（特級に係るものに限る。）、金属プレス加工（特級に係るものに限る。）、工場板金（機械板金及び数値制
御タレットパンチプレス板金に係るものに限る。）、仕上げ（特級に係るものに限る。）、機械検査、機械保全、電子
機器組立て（特級に係るものに限る。）、電気機器組立て（シーケンス制御に係るものに限る。）、半導体製品製造、
自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備（特級に係るものに限る。）、婦人子供服製造（婦
人子供既製服パターンメーキング及び婦人子供既製服縫製に係るものに限る。）、紳士服製造（特級に係るものに限る
。）、プラスチック成形（特級に係るものに限る。）及びパン製造

特級、１級及び２級

金属溶解（鋳鋼誘導炉溶解に係るものに限る。）、鉄工（構造物現図に係るものに限る。）、ロープ加工、縫製機械整
備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、和裁、帆布製品製造、強化プラスチック成形（積層防食に係るものに限る
。）、石材施工（石材加工及び石積みに係るものに限る。）、菓子製造、水産練り製品製造、酒造、建築大工、かわら
ぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工（アスファルト防水工事、合成ゴム系シート防水
工事、塩化ビニル系シート防水工事及び改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に係るものに限る。）、内装仕上
げ施工（カーテン工事に係るものに限る。）、カーテンウオール施工、ガラス施工、テクニカルイラストレーション（
立体図作成に係るものに限る。）、機械・プラント製図、電気製図、金属材料試験及び塗装（鋼橋塗装に係るものに限
る。）

１級及び２級

製麺（機械生麺製造に係るものに限る。）、樹脂接着剤注入施工及びバルコニー施工 等級を区分しない

機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及びシーケンス制御に係るものに限る。）、冷凍空気調和機器施工
、和裁、建築大工、配管、内装仕上げ施工（カーテン工事に係るものに限る。）、テクニカルイラストレーション、機
械・プラント製図（機械製図手書きに係るものに限る。）及び電気製図

３級

２ 試験の方法

実技試験及び学科試験

３ 実施期日及び実施場所

� 実施期日

ア 実技試験

平成１７年１１月２５日（金）から平成１８年２月１９日（日）までの間において、愛媛県職業能力開発協会が指定する日

イ 学科試験

実施職種ごとに、次の表のとおりとする。

金属溶解（鋳鋼誘導炉溶解に係るものに限る。）、機械検査、電気機器組立て（シーケンス制
御に係るものに限る。）、婦人子供服製造（婦人子供既製服パターンメーキング及び婦人子供
既製服縫製に係るものに限る。）、帆布製品製造、菓子製造、配管、型枠施工、鉄筋施工、内
装仕上げ施工（カーテン工事に係るものに限る。）、ガラス施工及び金属材料試験

１級及び２級

平成１８年１月２９日�

機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及びシーケンス制御に係るものに限る。）
、配管及び内装仕上げ施工（カーテン工事に係るものに限る。） ３級

鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、工場板金、仕上げ、機械検査、機
械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組
立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形及びパ
ン製造

特級
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テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センターの指定

管理者の募集について

テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センターの指定管理

者を次のとおり募集する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施設の概要、指定管理者の業務及び管理の基準

� テクノプラザ愛媛（以下「プラザ」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市久米窪田町３３７番地１

２ 設 置 目 的 企業の技術の高度化及び新たな事業
の創出並びに先端技術に関する知識
の普及を図るため、各種の情報提供
を行うとともに、研究開発、研修、
交流又は創業に必要な施設等を提供
する。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 １０，２１４㎡
� 建物

鉄筋コンクリート造３階建て
延床面積 ５，９１５．０９㎡

� 主な施設
テクノホール、会議室、特別
会議室、小会議室、研修室、
ＯＡ研修室、共同研究室、イ
ンキュベート・ルーム、スタ
ートアップ支援オフィス、特
許公報閲覧室等

� その他
駐車場等

４ 事 業 概 要 � 企業の技術の高度化及び新たな
事業の創出の支援並びに先端技術
に関する知識の普及を図るために

必要な各種の情報提供
� 研究開発、研修、交流又は創業
に必要な施設等の提供

� その他必要な業務

５ 指定管理者の
業務

� プラザの事業の実施に関する業
務（ただし、知事が定める業務を
除く。）

� プラザの利用の許可に関する業
務

� プラザの利用に係る料金の収受
に関する業務

� プラザの利用の促進に関する業
務

� プラザの施設、附属設備及び備
品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

６ 管理の基準 テクノプラザ愛媛管理条例（平成１７
年愛媛県条例第６１号）等の規定によ
る。

� 愛媛県産業情報センター（以下「センター」という。

）

１ 所 在 地 愛媛県松山市久米窪田町４８７番地２

２ 設 置 目 的 企業の情報化及び新たな事業の創出
を支援するため、産業情報の収集、
発信等を行うとともに、研修及び創
業に必要な施設を提供する。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 ６，９３７㎡
� 建物

鉄筋コンクリート造２階建て
延床面積 １，５５９．０９㎡

� 主な施設
ネットワーク研修室、会議室

鉄工（構造物現図に係るものに限る。）、工場板金（機械板金及び数値制御タレットパンチプ
レス板金に係るものに限る。）、ロープ加工、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置
調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、強化プラスチック成形（積層防食に係るものに
限る。）、石材施工（石材加工及び石積みに係るものに限る。）、パン製造、水産練り製品製
造、酒造、建築大工、かわらぶき、コンクリート圧送施工、防水施工（アスファルト防水工事
、合成ゴム系シート防水工事、塩化ビニル系シート防水工事及び改質アスファルトシートトー
チ工法防水工事に係るものに限る。）、カーテンウオール施工、機械・プラント製図及び塗装
（鋼橋塗装に係るものに限る。）

１級及び２級 平成１８年２月５日�

樹脂接着剤注入施工及びバルコニー施工 等級を区分しない

冷凍空気調和機器施工、建築大工及び機械・プラント製図（機械製図手書きに係るものに限る
。） ３級

機械保全、半導体製品製造、縫製機械整備、和裁、テクニカルイラストレーション（立体図作
成に係るものに限る。）及び電気製図 １級及び２級

平成１８年２月１２日�和裁、テクニカルイラストレーション及び電気製図 ３級

製麺（機械生麺製造に係るものに限る。） 等級を区分しない

� 実施場所

愛媛県職業能力開発協会が指定する場所

４ 技能検定受検申請書の提出期間

平成１７年９月２６日（月）から１０月７日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付け

る。

５ 技能検定受検申請書の請求先及び提出先

松山市三番町四丁目１０番地１ 愛媛県三番町ビル内

愛媛県職業能力開発協会
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、インキュベート・ルーム等
� その他

駐車場等

４ 事 業 概 要 � 産業情報の収集、発信及び提供
� 研修及び創業に必要な施設の提
供

� その他必要な業務

５ 指定管理者の
業務

� センターの事業の実施に関する
業務（ただし、知事が定める業務
を除く。）

� センターの利用の許可に関する
業務

� センターの利用に係る料金の収
受に関する業務

� センターの利用の促進に関する
業務

� センターの施設、附属設備及び
備品の維持管理に関する業務

� その他知事が定める業務

６ 管理の基準 愛媛県産業情報センター管理条例（
平成１７年愛媛県条例第６２号）等の規
定による。

２ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

３ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、法人等の団体で、次の条件

を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）

を設置する又は設置しようとする団体

イ 指定管理者の募集に係る現地説明会に参加している

団体

ウ 次のいずれにも該当しない団体

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定により愛媛県における一般競争入札の

参加資格を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生

又は再生手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若

しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保

又は指名停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞

納している者

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において

、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者

� 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）

� 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力

団の構成員等」という。）の統制の下にある団体

	 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

があるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに

、次のいずれかに該当する者がいる団体

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ないもの

ｃ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者

ｄ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又

は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６

条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは

第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法

律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑

に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑

の執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者

ｅ 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

４ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア プラザ及びセンターの管理を適正かつ確実に行うこ

とができると認められるものであること。

イ プラザ及びセンターの設置の目的を最も効果的かつ

効率的に達成することができると認められるものであ

ること。

� 選定方法

経済労働部指定管理者候補者選定審査会が行う選定基

準に基づいた審査（書類審査及び面接審査の実施を予定

）の結果を踏まえ、知事が、総合的に評価して選定する

。

５ 申請に必要な書類

申請に必要な書類（以下「申請書」という。）は、次の

とおりとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� プラザの管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

	 役員名簿
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� 都道府県税について、未納がない旨の証明書

� 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

６ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

７ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県経済労働部産業支援局産業創出課新事業支援係又

は産業情報係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４７２

８ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県物産観光センターの指定管理者の募集について

愛媛県物産観光センターの指定管理者を次のとおり募集す

る。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県物産観光センター（以下「センター」という。）

の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市大可賀二丁目１番２８号
（アイテムえひめ３階）

２ 設 置 目 的 県物産の展示、紹介及びあっせんを
行うとともに、県内の観光及び産業
に関し、情報提供及び展示を行う。

３ 施 設 規 模 � 物産展示ゾーン 約 ６０５㎡
� 観光情報ゾーン 約 ３５６㎡
� 産業紹介ゾーン 約 ３１４㎡
� その他 約 ３７６㎡

４ 業 務 � 県物産の調査及び紹介に関する
こと。

� 県物産の展示及びあっせんに関
すること。

� 県内の観光及び産業に関し、情
報の提供及び収集を行うこと。

� 県内の観光及び産業に関し、展
示を行うこと。

	 その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの業務の実施に関する業務

� 県物産の展示及びあっせんの承諾に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

	 その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県物産観光センター管理条例（平成１７年愛媛県条例

第６４号）等の規程による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、法人等の団体で、次の条件

を満たすものとする。

ア 愛媛県内に主たる事務所（本社機能を有するもの）

を設置する又は設置しようとする団体

イ 指定管理者の募集に係る現地説明会に参加している

団体

ウ 法人等の団体で、次のいずれにも該当しないもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定により愛媛県における一般競争入札の

参加資格を有しない者

� 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生

又は再生手続をしている法人等

� 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若

しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保

又は指名停止措置を受けている法人等

� 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞

納している者

� 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者

� 愛媛県における指定管理者の指定の手続において

、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者

	 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）


 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力

団の構成員等」という。）の統制の下にある団体

� 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

があるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに

、次のいずれかに該当する者がいる団体

ａ 成年被後見人又は被保佐人

ｂ 破産者で復権を得ないもの

ｃ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者

ｄ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又

は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６

条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは
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第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法

律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑

に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑

の執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者

ｅ 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

経済労働部指定管理者候補者選定審査会が行う選定基

準に基づいた審査（書類審査及び面接審査の実施を予定

）の結果を踏まえ、知事が、総合的に評価して選定する

。

７ 申請に必要な書類

申請に必要な書類（以下「申請書」という。）は、次の

とおりとする。

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月５日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県経済労働部観光国際局観光交流課県産品振興係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４９３

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

えひめ森林公園の指定管理者の募集について

えひめ森林公園の指定管理者を次のとおり募集する。

平成１７年９月２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ えひめ森林公園（以下「公園」という。）の概要

１ 所 在 地 愛媛県伊予市上三谷歯朶谷山国有林並び
に伊予郡砥部町七折笹ケ平山国有林及び
大谷山国有林

２ 設 置 目 的 県民が自然との触れ合いを通じて森林の
もつ公益的機能と林業に対する理解を深
めるとともに、その保健及び休養に資す
る都市近郊型森林レクリエーションの場
を提供する。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 約 １０４�
� 管理施設

管理棟・森林学習展示館（１棟・ ４
２０�、木造３階建）、ログハウス（１
棟・２４�）

� 学習展示施設
実習用苗畑（ ６５０�）、野外学習展

示林（ ３．０�）、昆虫観察飼育施設（
１棟・２１�）、林間学習広場（ ３，０００
�）、きのこ栽培園（ １，１０９�）、山
菜栽培園（ ４，７００�）

� 造成園地（森）
生産の森（ １．１�）、世界の森（ １

．０�）、郷土の森（ １．７�）、野鳥の
森（ ２．２�）、詩歌俳諧の森（１０．０�
）、県民参加の森（５２．４�）

� レクリエーション施設
キャンプ場（２０サイト／ ６，４００�）

、林間広場（２ヶ所（第１林間広場／
６，１３４㎡、第２林間広場／ ４，９４９�）
）、フィールドアスレチック（２５ポイ
ント）、自然観察道（ ９，５５７ｍ）

� 公共利用施設
駐車場（４ヶ所、 ６，９２７�）、公衆

便所（３ヶ所、９４�）

４ 業 務 概 要 � 県民の保健、休養及び森林体験の場
の提供に関すること。

� 森林及び林業に関する資料の展示に
関すること。

� 森林及び林業に関する学習活動の指
導に関すること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 公園の業務の実施に関すること。

� 公園の利用の許可（えひめ森林公園管理条例（平成１７

年愛媛県条例第６５号、以下「条例」という。）第９条第

１項の許可に限る。）に関すること。

� 公園の利用の促進に関すること。

� 公園の施設、附属設備及び備品の維持管理に関するこ

と。
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� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

条例第４条から第１３条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２２年３月３１日までの４年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、愛媛県内に事務所を置く又

は置こうとする法人等の団体で、次のいずれにも該当し

ないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加

資格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は

再生手続をしている法人等

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し

くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人等

エ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、

その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にある団体

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めが

あるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる団体

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ないもの

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０条）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 公園の管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ 公園の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

えひめ森林公園指定管理者選定審査会が行う選定基準

に基づいた審査（書類審査及び面接審査の実施を予定）

の結果を踏まえ、知事が総合的に評価して選定する。

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 公園の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当がないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月７日（金）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課保護緑化係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２５９７

１０ その他

詳細は、募集要綱による。
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